
会社情報の適時開示に係る社内体制 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※Chief Sustainability Officer 

重要事項・決算情報 

監
査
役 

常勤役員会 

構成：代表取締役社長、常勤取締役・執行役員等 

【事務局：総務局、グループ経営企画局、アカウンティングサービス局】 

適時開示 

取締役会 

審議・報告 

開示手続 

伝達 

当
社
お
よ
び
子
会
社
の
業
務
執
行
部
門 

 

情報開示委員会 

委員長：情報取扱責任者(CSO※である取締役) 

委員：総務局長、アカウンティングサービス局長、 

法務・コンプライアンス統括局長等 

【事務局：総務局コーポレート業務推進部】 

伝達 

付議 

内
部
監
査
局 

監査 

監査 

内部監査  

情報 

情報 


